
ALPS処理水の海洋放出に関する海域モニタリング強化の取組について

新たにトリチウムに関する放出開始の前後における海域のモニタリングを実施する等、モニタリ
ングを強化拡充する。

モニタリング調整会議（議長：小泉環境大臣）により、関係省庁が連携して、モニタリングを実施する。
専門家による新たな会議を立ち上げ、海域モニタリングの実施状況について確認・助言を得る。
IAEAの協力を得て、分析機関間の相互比較を行うなどにより、分析能力の信頼性を確保する。
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透明性・客観性を最大限重視したモニタリングの実施により
風評影響の抑制につなげる。
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